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名古屋市 

住宅都市局住宅企画課 

（令和６年４月版） 

 

 

名古屋市 

・グリーンリフォームローンＳ融資利子補給制度 

・グリーンリフォームローンＳ融資に係る適合証明書 

発行手数料補助制度           

                     のご案内 
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  名古屋市内に所在する住宅の所有者が、独立行政法人住宅金融支援機構（以下、「機構」

という。）の融資であるグリーンリフォームローン S を利用し既存住宅の ZEH 化リフォ

ームを行う際に、当該融資額を対象として名古屋市が利子補給を行うほか、適合証明書の

発行に係る手数料を補助します。 

  この制度は、住宅の断熱改修工事を機構のグリーンリフォームローン S によって実施

する方に対し、予算の範囲内において利子補給等を行うことで、断熱改修を実施すること

の金利負担等を軽減し、断熱改修工事を実施できるよう支援し、住居のエネルギー消費性

能の向上を図り、もって市民生活の安定に寄与することを目的としています。 

 

 

 

 

申請受付期間  令和６年４月１日（月）～令和７年３月３１日（月） 

（郵送の場合、到着分） 

※申請期間中であっても、申請件数が予算の上限に達した時点で申請を 

締め切ります（先着順） 

 

受 付 方 法  住宅企画課窓口での申請もしくは郵送での受付 

 

        ※申込みに必要な書類（６ページ参照）をご準備いただき、お申込みくだ

さい。提出書類に不備があると受付できないことがありますので、十分

確認してください。 

 

受付・送付場所   名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課（名古屋市役所西庁舎５階） 

        【住所】 

         〒４６０－８５０８ 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

【電話】 

 ０５２－９７２—２９４４ 

        【受付時間】 

         午前８時４５分～午後１７時１５分 

        ※郵送の場合は、「GRLS 担当宛」とお書きください。 

※申込等は開庁日の上記受付時間に限ります。 

 

名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給制度等とは 

受付期間等 
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本制度は、住宅の ZEH 化リフォームを、機構の融資であるグリーンリフォームローン S

を利用して行う際に、融資に係る利子を補助することで、ZEH 化を促進するものです。 

 

 

 

 

Ⅰ 利子補給の対象となる条件 

・融資の契約者と利子補給を申込む者が同一であること 

・融資の対象となる住居が名古屋市内に所在していること 

 

Ⅱ 利子補給の補助内容 

  利子補給額は、融資契約における元金、年利率及び償還期間により算出された利子額に

対して予算の範囲内で行います。ただし、利子補給の上限は以下の金利分までとします。 

＜高齢者向け返済特例を利用しない場合＞ 

借入時点の新機構団信の利率分までとします。なお、借入の利率が新機構団信の利率を

上回る場合は、借入時点の新機構団信の利率分が低利になるように計算した額とします。

詳しい利子補給額の計算方法は、３ページをご参照ください。 

＜高齢者向け返済特例を利用する場合＞ 

借入時点における、その利率分までとします。 

 

なお、算出された額に１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。 

 

Ⅲ 利子補給期間 

  利子補給期間は、当該融資に対する初回返済日の属する月から起算して最長１０年間

とします。なお、当該融資の返済期間が１０年に満たない場合は、最終返済日の属する月

までとし、当該融資の全額を繰上返済した場合は、繰上返済を実行した日の属する月まで

とします。 

 

Ⅳ 利子補給の方法 

  機構への通常の返済を行っていただき、１年度内に支払った利子分を一括でお支払い

します。 

 

 

グリーンリフォームローンＳ融資利子補給制度 

１ 補助内容等 
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Ⅰ 利子補給額 

＜融資利率が新機構団信の利率のとき、団信に加入しないとき及び高齢者向け返済特例

を利用するとき＞ 

  償還予定表に記載された毎月の利子額を合計した額を利子補給します。【例１】 

 ＜融資利率が新機構団信より高い場合＞ 

  次の計算式で計算した額を利子補給します。【例２】 

 

 

 

 

 

※❶年間の支払い利子額は、償還予定表に記載された毎月の利子額を合計したものとします。 

 

【例１】５００万円を、年 1.37％（新機構団信）、元金均等返済で借りた場合の当初１年間

の利子補給額                          （単位：円） 

機構融資額 融資利率 償還期間 
機構返済額

（年額） 

機構支払い 

利子額 

（年額）❶ 

利子補給額 

（❶全額)） 

５００万円 1.37％ 

５年 1,062,221 62,220 62,220 

７年 778,301 64,014 64,014 

１０年 565,360 65,360 65,360 

 

【例２】５００万円を、年 1.61％（新３大疾病付機構団信）、元金均等返済で借りた場合の

当初１年間の利子補給額（借入時の新機構団信 1.37％とする）  （単位：円） 

機構融資額 融資利率 償還期間 
機構返済額

（年額） 

機構支払い 

利子額 

（年額）❶ 

利子補給額 

（❶×(1.37%/1.61%)） 

５００万円 1.61％ 

５年 1,073,121 73,121 62,220 

７年 789,515 75,229 64,014 

１０年 576,810 76,810 65,360 

※小数点以下切り捨て 

※上記は例であり、実際の利子補給額と異なることがあります。 

※機構の融資利率は毎月見直されます。最新の利率は、機構のホームページにて確認して

ください。 

名古屋市の 

利子補給額（年額） 

年間の支払い利子額 

❶ 
融資利率（％） 

借入時点の新機構団

信の利率（％） 

＝ × 

２ 利子補給の計算方法 
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３ 申込みから利子補給金交付までの流れ（初年度） 

融資申込受付 GRLS 申込 

・資格申請書 

・融資承認通知書の写し 

・融資申込書の写し 

・工事見積書の写し 

受付・審査 

資格決定通知 

・実績報告書 

・通帳の写し 

・償還予定表の写し 

受付・確認 

受付・確認 

・交付決定通知 

・実績報告書 

・金額確定通知 

・請求書 

・交付申請書 

・金銭消費貸借契約書の写し 

・償還予定表の写し 

・適合証明書の写し 

支払 

・請求書 

・融資承諾通知書 

適合証明書の提出 

融資の契約 

資金の受取 

・償還予定表 

返済 
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グリーンリフォームローンＳ融資利子補給制度を利用するための資格があるかを判断

するための申請になります。審査の結果によっては、グリーンリフォームローンＳ融資利

子補給制度を利用できない場合があります。 

 

Ⅰ 申請可能な時期について 

機構へグリーンリフォームローンＳの申し込みをした時点から速やかに（工事完了ま

で受付可）申請してください。 

４ 交付申請から利子補給金交付までの流れ（次年度以降） 

交付申請書類 

・実績報告書 

・通帳の写し 

・償還予定表の写し 

受付・確認 

・交付申請書 

・償還予定表の写し 

受付・確認 

・交付決定通知 

・実績報告書 

・金額確定通知 

・請求書 

支払 

・請求書 

５ 資格申請 

返済 
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Ⅱ 申請に必要な書類 

(1) 名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給資格申請書 

 ・第１号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

  (2) 機構に申し込んだ融資の申込書の写し 

   ・機構の受付印が押印されているものを提出してください。 

   

(3) 施工業者から徴取した工事見積書の写し 

   ・総工事費や工事内容が分かるものを提出してください。 

 

Ⅲ 資格決定 

  提出いただいた資格申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市グリーンリ

フォームローンＳ融資利子補給資格決定・却下通知書（第２号様式）を申請者あてにお送

りします。 

 

 

 

 

  利子補給を受けようとする場合、対象年度の４月１日まで（初年度は初回返済の前まで）

に交付申請をしていただきます。 

 

 Ⅰ 申請の時期 

  申請初年度  初回返済までに申請してください。 

  次年度以降  利子補給の対象となる年度の４月１日までに申請してください。 

 

 Ⅱ 申請に必要な書類 

(1) 名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給金交付申請書 

 ・第３号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

  (2) 機構との金銭消費貸借契約書の写し 

 ・機構と締結した金銭消費貸借契約書の写しを提出してください。 

   

(3) 償還予定表の写し 

 ・機構から送付される最新の償還予定表の写しを提出してください。ただし、期限ま

でに届いていない場合は、受領後速やかに提出してください。 

 

６ 交付申請 
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(4) 適合証明書の写し 

 ・適合証明検査機関が発行する適合証明書の写しを提出してください。 

 

Ⅲ 交付決定 

  提出いただいた交付申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市グリーンリ

フォームローンＳ融資利子補給金交付・不交付決定通知書（第５号様式）を申請者あてに

お送りします。 

 

 

 

 

  交付決定を受けた後に、申請した内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更の手続き

を行ってください。 

 

Ⅰ 報告の時期 

  変更事由の発生した日から３０日以内もしくは変更事由の発生した年度の３月末日の

どちらか早い日まで。 

 

Ⅱ 変更申請に必要な書類 

  (1) 名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給金交付申請事項変更申請書 

   ・第６号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

   

(2) 変更内容を証明する書類 

   ・変更内容のわかるものを提出してください。 

 

 Ⅲ 変更の決定 

  提出いただいた変更申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市グリーンリ

フォームローンＳ融資利子補給金交付申請事由変更決定通知書（第７号様式）を申請者あ

てにお送りします。 

 

 

 

 

  利子補給を受けようとする場合、対象年度内の最終の償還分までについての報告を 

行っていただきます。 

 

７ 申請事項の変更 

８ 実績の報告 
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 Ⅰ 報告の時期 

  対象年度の最後の償還をした日の月末まで。 

 

 Ⅱ 報告に必要な書類 

(1) 名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給実績報告書 

 ・第８号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

  (2) 返済したことが確認できる通帳等の写し 

   ・機構への返済状況が確認できる通帳やネットバンクの入出金記録等の写しを提出

してください。 

   

(3) 償還予定表の写し 

 ・機構から送付される最新の償還予定表の写しを提出してください。 

 

Ⅲ 利子補給額の決定 

  提出いただいた実績報告の書類の内容を審査し、交付金額を確定し、名古屋市グリーン

リフォームローンＳ融資利子補給金額確定通知書（第９号様式）を申請者あてにお送りし

ます。 

 

 

 

 

  名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給金額確定通知書を受け取った後に、

速やかに、確定通知書に記載された金額にて利子補給金の請求を行っていただきます。 

 

 Ⅰ 報告の時期 

  確定通知書を受け取った後、速やかに。 

 

 Ⅱ 報告に必要な書類 

(1) 名古屋市グリーンリフォームローンＳ融資利子補給金請求書 

 ・第１０号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

Ⅲ 利子補給金の支払い 

  提出いただいた請求書に基づき、指定口座に利子補給金を支払います。 

 

 

９ 利子補給金の請求及び支払い 
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 本制度は、住宅の ZEH 化リフォームを、機構の融資であるグリーンリフォームローン S

を利用して行う際に必要となる適合証明書の発行手数料を補助することで、グリーンリフ

ォームローン S を利用しやすくし、ZEH 化を促進するものです。 

 

 

 

Ⅰ 手数料補助の対象となる条件 

・融資の契約者と手数料補助を申込む者が同一であること 

・融資の対象となる住居が名古屋市に所在していること 

・名古屋市グリーンリフォームローン S 融資利子補給の資格申請を行っていること 

・利子補給の申請を行った者自らが適合証明検査機関に適合証明書発行手数料の支払い

をしていること 

 

Ⅱ 手数料補助の内容 

  適合証明書を発行する際に生じる適合証明書発行手数料に対して予算の範囲内で、 

最大１５万円の補助を行います。 

＜適合証明書発行手数料が１２万円の場合＞ 

１２万円を補助します。 

＜適合証明書発行手数料が１６万５千円の場合＞ 

１５万円を補助します。発行手数料から１５万円を引いた１万５千円については、申請

者の自己負担となります。 

 

Ⅲ 手数料補助の方法 

  まず、適合証明書検査機関に発行手数料をお支払いいただきます。その後、市へ申請を

していただき、手数料分を補助します。 

 

【ご注意】 

 手数料補助を利用する場合は、機構に融資の申し込みをする際の融資金額に適合証明書

発行手数料の金額を含めないようにしてください。 

 

  

 

 

 

グリーンリフォームローン S 融資に係る適合証明書発行手数料補助制度 

１ 申込資格等 
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工事完了 

２ 申込みから手数料補助金交付までの流れ 

融資申込受付 GRLS 申込 

受付・確認 

融資承諾通知書 工事着工 

適合証明申請 

・交付申請書 

・融資承諾通知書 

・適合証明申請 

・見積書写し 

・交付決定通知 

・実績報告書 

現場検査 

・適合証明書 

・請求 

支払 

適合証明書提出 

・実績報告書 

・適合証明書の写し 

・適合証明機関の請

求書 

・適合証明機関の領

収書等 

受付・確認 

・金額確定通知 

・請求書 

請求書 

支払 
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  手数料補助を受けようとする場合、交付申請をしていただきます。 

 

 Ⅰ 申請の時期 

  適合証明書を受け取る前まで。 

 

 Ⅱ 申請に必要な書類 

(1) 適合証明書発行手数料補助金交付申請書 

 ・第１号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

  (2) 機構に申し込んだ融資の申込書の写し 

   ・機構の受付印が押印されているものを提出してください。 

   

(3) 適合証明の申請書及び見積書の写し 

   ・適合証明検査機関への申込と金額が分かるものを提出してください。 

   

Ⅲ 交付決定 

  提出いただいた交付申請書類の内容を審査し、その結果について、適合証明書発行手数

料補助金交付・不交付決定通知書（第２号様式）を申請者あてにお送りします。 

 

 

 

  交付決定を受けた後に、申請した内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更の手続き

を行ってください。 

 

Ⅰ 変更申請に必要な書類 

  (1) 適合証明書発行手数料補助金交付申請事項変更申請書 

   ・第３号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

   

(2) 変更内容を証明する書類 

   ・変更内容のわかるものを提出してください。 

 

 Ⅱ 変更の決定 

  提出いただいた変更申請書類の内容を審査し、その結果について、適合証明書発行手数

料補助金交付申請事項変更決定通知書（第４号様式）を申請者あてにお送りします。 

３ 交付申請 

４ 申請事項の変更 



12 
 

 

 

  手数料補助を受けようとする場合、適合証明検査機関への支払い後、市に報告を行って

いただきます。 

 

 Ⅰ 報告の時期 

  適合証明書の発行日から起算して３０日以内もしくは適合証明書の発行日の属する 

年度の３月末日のどちらか早い日まで。 

 

 Ⅱ 報告に必要な書類 

(1) 適合証明書発行手数料補助実績報告書 

 ・第５号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

  (2) 適合証明書の写し 

   ・適合証明検査機関が発行する適合証明書の写しを提出してください。 

  

(3) 適合証明検査機関からの請求書等 

 ・適合証明検査機関からの請求金額が分かるものを提出してください。 

 

  (4) 適合証明検査機関の領収書等 

   ・適合証明検査機関の領収書、振込依頼書の控え等、支払ったことが確認できるもの

を提出してください。 

 

Ⅲ 利子補給額の決定 

  提出いただいた実績報告の書類の内容を審査し、交付金額を確定し、適合証明書発行手

数料補助金額確定通知書（第６号様式）を申請者あてにお送りします。 

 

 

 

 

  適合証明書発行手数料補助金額確定通知書を受け取った後に、速やかに、確定通知書に

記載された金額にて手数料補助金の請求を行っていただきます。 

 

 Ⅰ 報告の時期 

  確定通知書を受け取った後、速やかに。 

 

５ 実績の報告 

６ 手数料補助金の請求及び支払い 
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 Ⅱ 報告に必要な書類 

(1) 適合証明書発行手数料補助金請求書 

 ・第７号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

 

Ⅲ 利子補給金の支払い 

  提出いただいた請求書に基づき、指定口座に手数料補助金を支払います。 

 

 

 

 

 

  申請内容に偽りがあったときや、機構から融資が行われなかったときなどには、交付し

た利子補給金の全額又は一部及び適合証明書発行手数料補助金を返還していただく場合

がありますので、ご留意ください。 

  また、申し込み内容等について、市から機構に確認する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

名古屋市 住宅都市局 住宅部 住宅企画課 

 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

 

☎０５２－９７２—２９４４ 

 

 

 

 

その他 

お問合せ先 


